
令和５年度第１回 事業系ごみ専門部会
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１ 諮問内容についての確認

詳細は「諮問事項」資料へ
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２ 手数料算出について
(１) 当時の基礎単価算出方法

〇これまでの基礎単価算出は、次の家庭系可燃ごみに係る数値を用いている。

※家庭系可燃ごみ収集運搬経費
「人件費」、「収集運搬に係る歳出」、「車両に係る減価償却」から算出

〇直近の改正は平成１２年度。平成６年度～平成１０年度の過去５か年平均
から１７円/kgと設定した。

この考え方は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１２項の
解釈である「原価計算方式」により算出するという考えにも合致する。
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２ 手数料算出について
(２) 基礎単価算出方法の修正

〇今回も同様の算出方法をベースとするものの、次の点について修正を行
い、基礎単価算出を行う。

ごみ収集に当たっては車両の存在は欠かせないものであるため

事業系ごみ収集が、有料化導入前の集積所収集類似の方法であるこ
とが当時の原価算出を用いる主な理由となっていたため
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２ 手数料算出について
(３) 基礎単価の試算

〇（１）及び（２）を前提に、平成２９年度～令和３年度の５か年平均で

基礎単価を算出したところ、約「 」となったことから、

基礎単価は が適正であると考える。

①収集運搬経費
(②・③除く。)(円)

②車両購入等
経費(円)

③有料化・戸別
収集事業経費
(円)

収集運搬経費
合計

(①＋②)(円)
処理量
(kg)

単価
(円/kg)

H29 425,639,213 17,928,000 0 443,567,213 20,025,000 22.15

H30 438,694,993 0 0 438,694,993 19,660,000 22.31

R1 463,968,097 5,889,024 163,076,939 469,857,121 18,472,000 25.44

R2 464,257,114 1,850,640 215,559,000 466,107,754 17,289,000 26.96

R3 411,440,660 11,127,600 202,705,265 422,568,260 17,084,000 24.73
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３ 手数料改定時期について

〇手数料改定時期については、次の内容を加味する必要があると考える。

約２０年間据え置きの状態であり、その中で人件費・原材料費等の
高騰が現在も続いていることから、早期に状況改善を図る必要がある。

上限額の引き上げであるため、必ずしも金額が変更となるかはわか
らない要素はあるものの、収集運搬業者及び排出事業者においても、
準備期間として一定の周知期間が必要となること

は必要であると考える。
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４ 激変緩和措置の必要性について

〇上限額引き上げにより、排出事業者への影響も考慮した段階的な金額引き
上げの必要性について、次の内容を加味する必要があると考える。

人件費・原材料費等の高騰の負担が生じている収集運搬業者への早
急な対応の必要性があること

と考える。

契約金額が引き上げとなるか否かは、収集運搬業者と排出事業者と
の契約に委ねられており、双方での調整により、激変緩和対応が行わ
れる余地が一定程度存在する内容であること
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５ 定期的な見直しについて

〇今回のような、約２０年間据え置きの状態が発生しないためにも、定期的
な見直しについて整理する必要があると考える。

を行うことが適正と考える。
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【参考】収集運搬経費と家庭系可燃
ごみ処理量の推移
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【参考】単価の推移

直近５年で平均を原価計算

24.32円/kg≒24円/kg
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単位：円

年度 人件費
収集運搬

に係る歳出

うち
有料化・戸別収集事

業に係る経費
減価償却 車両購入等費用

合計
(有料化・戸別収集事業に

係る経費を除く)

H29 349,356,928 40,082,731 0 36,199,554 17,928,000 443,567,213

H30 357,570,445 63,086,565 0 18,037,983 0 438,694,993

R1 357,082,510 251,073,387 163,076,939 18,889,139 5,889,024 469,857,121

R2 360,190,493 303,726,175 215,559,000 15,899,446 1,850,640 466,107,754

R3 323,747,421 274,499,058 202,705,265 15,899,446 11,127,600 422,568,260

海老名市 家庭系可燃ごみ収集運搬経費 内訳
参考資料



単位：円

年度
①収集運搬経費
（②・③除く）

②車両購入等経費
③有料化戸別収集

事業経費

収集運搬経費
合計

（①+②+③）

処理量
（kg）

単価
（円/kg）

H29 425,639,213 17,928,000 0 443,567,213 20,025,000 22.15

H30 438,694,993 0 0 438,694,993 19,660,000 22.31

R1 463,968,097 5,889,024 163,076,939 632,934,060 18,472,000 34.26

R2 464,257,114 1,850,640 215,559,000 681,666,754 17,289,000 39.43

R3 411,440,660 11,127,600 202,705,265 625,273,525 17,084,000 36.60

年度
収集運搬経費

合計
（①+②+③）

収集運搬に係る歳
入合計

処理量
（kg）

単価
（円/kg）

H29 443,567,213 0 20,025,000 22.15

H30 438,694,993 0 19,660,000 22.31

R1 632,934,060 101,058,000 18,472,000 28.79

R2 681,666,754 123,738,857 17,289,000 32.27

R3 625,273,525 123,037,486 17,084,000 29.40

年度
収集運搬経費

合計
（①+②+③）

収集運搬に係る歳
入合計

処理量
（kg）

単価
（円/kg）

H29 443,567,213 4,579,608 20,025,000 21.92

H30 438,694,993 4,739,389 19,660,000 22.07

R1 632,934,060 107,258,812 18,472,000 28.46

R2 681,666,754 132,401,271 17,289,000 31.77

R3 625,273,525 129,837,672 17,084,000 29.00
※収集に係る歳入の内容
指定収集袋の手数料、粗大ごみ処理手数料、一般廃棄物処理業許可手数料、車両売払いなど

基礎単価の試算
①有料化・戸別収集事業経費を加算した場合

③有料化・戸別収集事業経費を加算し、収集運搬に係る歳入を差し引いた場合

②有料化・戸別収集事業経費を加算し、指定収集袋の手数料歳入を差し引いた場合

単価平均「３０.９５円」

単価平均「２６.６４円」

単価平均「２６.９８円」



自治体
収集運搬

料金
搬入処理
料金

総額

市長が定める額 13円/kg
－ ９位

規定なし 15円/kg
－ ８位

規定なし 15円/kg
－ ８位

約20円/kg 15円/kg 約35円/kg
３位 ８位 ８位
規定なし 25円/kg
－ ４位

規定なし 25円/kg
－ ４位

約20円/kg 27円/kg 約47円/kg
３位 ２位 ３位

約19円/kg 28円/kg 約47円/kg
４位 １位 ３位
27円/kg 28円/kg 55円/kg
２位 １位 ２位
規定なし 22円/kg
－ ６位

20円/kg 22円/kg 42円/kg
３位 ６位 ４位
36円/kg 20円/kg 56円/kg
１位 ７位 １位
14円/kg 25円/kg 39円/kg
７位 ４位 ６位
13円/kg 25円/kg 38円/kg
８位 ４位 ７位

市長が定める額 25円/kg
－ ４位

規定なし 26円/kg
－ ３位

規定なし 24円/kg
－ ５位

15円/kg 25円/kg 40円/kg
６位 ４位 ５位
17円/kg 25円/kg 42円/kg
５位 ４位 ４位

事業系一般廃棄物処理料金 自治体別一覧

西東京市
(参考)

21円/kg 38円/kg 59円/kg

海老名市

座間市

国分寺市
(参考)

20円/kg 42円/kg 62円/kg

武蔵野市
(参考)

15円/kg 40円/kg 55円/kg

綾瀬市

厚木市

相模原市

南足柄市

小田原市

大和市

鎌倉市

横浜市

川崎市

横須賀市

三浦市

逗子市

藤沢市

茅ヶ崎市

平塚市

秦野市

伊勢原市



自治体
収集運搬料金
改定時期

周知期間
（改定前）
収集運搬料金

（改定後）
収集運搬料金

変更額

茅ヶ崎市 R4 １年 ０円/kg 約19円/kg 19円/kg

平塚市 R2 ３か月 24円/kg 27円/kg ３円/kg

西東京市 R4 ６か月 14円/kg 21円/kg ７円/kg

武蔵野市 H24 ３か月 12円/kg 15円/kg ３円/kg

国分寺市 H10 ６か月 ０円/kg 20円/kg 20円/kg

東京都２３区 R5 ６か月 24.5円/kg 28.5円/kg ４円/kg

事業系一般廃棄物処理料金 自治体別一覧



事業系一般廃棄物処理手数料の見直しについて 

事業者が排出する一般廃棄物を収集運搬及び処分する場合の手数料は、廃

掃法より条例で上限を設けることが規定されています。 

海老名市の条例でも上限額が定められていますが、以下の理由より市で定

める上限額のうち収集運搬手数料部分について見直しを行いたいため、その

手数料額について諮問するものです。 

〇人件費・原材料費が高騰している中で、約20年間にわたり金額据置きであり、 

収集運搬手数料の金額の適正化を図るため 

〇排出事業者のごみ排出抑制という副次的効果への期待 

【手数料イメージ】 

42 円 

17 円 

25 円 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律【抜粋】 

第７条第 12 項 

第１項の許可を受けた者（以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。）は、一般

廃棄物の収集運搬処分につき、当該市町村が地方自治法第 228 条第１項の規定によ

り条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える

料金を受けてはならない。

海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例【抜粋】 

別表第 1(第 27条関係) 

種別 取扱区分 処理手数料 

事業系一般廃棄物 市が、市長が承認したものを収集、運搬及

び処分をするとき。 

1 キログラムにつき 42 円

ごみ排出事業者が収集運搬業者に

支払う手数料の上限金額

市で定める収集運搬手数料 

（海老名市の条例。上限を定める。） 

※今回の諮問対象箇所

高座の焼却手数料 

（高座の条例。実際に支払う金額）

【参考】諮問事項 資料 


